
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 と、その上に設けられた保護膜とを有する放射線像変換パネルにおいて
、該保護膜が、プラスチックフィルムと、その上に塗布形成された粒径が０．１～１．０
μｍの範囲にある光散乱性微粒子を１０～３０重量％含むフッ素系樹脂含有樹脂組成物層
とからなることを特徴とする放射線像変換パネル。
【請求項２】
　フッ素系樹脂含有樹脂組成物層に光散乱性微粒子が１０～２０重量％含まれている請求
項１に記載の放射線像変換パネル。
【請求項３】
　光散乱性微粒子の屈折率がフッ素系樹脂含有樹脂組成物層の樹脂組成物の屈折率よりも
大きい請求項１もしくは２に記載の放射線像変換パネル。
【請求項４】
　光散乱性微粒子が有機物微粒子である請求項１乃至３のうちのいずれかの項に記載の放
射線像変換パネル。
【請求項５】
　光散乱性微粒子が無機物微粒子である請求項１乃至３のうちのいずれかの項に記載の放
射線像変換パネル。
【請求項６】
　フッ素系樹脂含有樹脂組成物層に更に分散剤が含まれている請求項１乃至５のうちのい
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ずれかの項に記載の放射線像変換パネル。
【請求項７】
　分散剤がアルミニウム系もしくはチタネート系のカップリング剤である請求項６に記載
の放射線像変換パネル。
【請求項８】
　光散乱性微粒子がフッ素系樹脂含有樹脂組成物層の厚さよりも小さい粒径を 求項
１乃至７のうちのいずれかの項に記載の放射線像変換パネル。
【請求項９】
　フッ素系樹脂含有樹脂組成物層の層厚がプラスチックフィルムの厚みより薄い請求項１
乃至８のうちのいずれかの項に記載の放射線像変換パネル。
【請求項１０】
　前記プラスチックフィルムがポリエチレンテレフタレートフィルムもしくはポリエチレ
ンナフタレートフィルムである請求項１乃至９のうちのいずれかの項に記載の放射線像変
換パネル。
【請求項１１】
　前記蛍光体層の下に支持体が備えられている請求項１乃至１０のうちのいずれかの項に
記載の放射線像変換パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、輝尽性蛍光体を利用する放射線像変換方法に用いられる放射線像変換パネルに
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の放射線写真法に代わる方法として、たとえば特開昭５５－１２１４５号公報に記載
されているような輝尽性蛍光体を用いる放射線像変換方法が知られている。この方法は、
輝尽性蛍光体を含有する放射線像変換パネル（蓄積性蛍光体シート）を利用するもので、
被写体を透過した、あるいは被検体から発せられた放射線を該パネルの輝尽性蛍光体に吸
収させ、そののちに輝尽性蛍光体を可視光線、赤外線などの電磁波（励起光）で時系列的
に励起することにより、該輝尽性蛍光体中に蓄積されている放射線エネルギーを蛍光（輝
尽発光光）として放出させ、この蛍光を光電的に読み取って電気信号を得て、得られた電
気信号に基づいて被写体あるいは被検体の放射線画像を可視像として再生するものである
。読み取りを終えた変換パネルは、残存する画像の消去が行なわれた後、次の撮影のため
に備えられる。すなわち、放射線像変換パネルは繰り返し使用される。
【０００３】
この放射線像変換方法では、放射線写真フィルムと増感紙との組合せを用いる従来の放射
線写真法の場合に比較して、はるかに少ない被曝線量で情報量の豊富な放射線画像を得る
ことができるという利点がある。さらに、従来の放射線写真法では一回の撮影ごとに放射
線写真フィルムを消費するのに対して、この放射線像変換方法では放射線像変換パネルを
くり返し使用するので、資源保護、経済効率の面からも有利である。
【０００４】
放射線像変換方法に用いられる放射線像変換パネルは、基本構造として、支持体とその表
面に設けられた輝尽性蛍光体層とからなるものである。ただし、蛍光体層が自己支持性で
ある場合には必ずしも支持体を必要としない。
輝尽性蛍光体層は、通常は輝尽性蛍光体とこれを分散状態で含有支持する結合剤とからな
る。ただし、輝尽性蛍光体層としては、蒸着法や焼結法によって形成される結合剤を含ま
ないで輝尽性蛍光体の凝集体のみから構成されるものも知られている。また、輝尽性蛍光
体の凝集体の間隙に高分子物質が含浸されている輝尽性蛍光体層を有する放射線像変換パ
ネルも知られている。これらのいずれの蛍光体層でも、輝尽性蛍光体はＸ線などの放射線
を吸収したのち励起光の照射を受けると輝尽発光を示す性質を有するものであるから、被
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写体を透過した、或いは被検体から発せられた放射線は、その放射線量に比例して放射線
像変換パネルの輝尽性蛍光体層に吸収され、パネルには被写体あるいは被検体の放射線像
が放射線エネルギーの蓄積像として形成される。この蓄積像は、上記励起光を照射するこ
とにより輝尽発光光として放出させることができ、この輝尽発光光を光電的に読み取って
電気信号に変換することにより、放射線エネルギーの蓄積像を画像化することが可能とな
る。
【０００５】
輝尽性蛍光体層の表面（支持体に面していない側の表面）には通常、保護膜が設けられて
いて、蛍光体層を化学的な変質あるいは物理的な衝撃から保護している。この保護膜とし
ては、セルロース誘導体やポリメチルメタクリレートなどのような透明な有機高分子物質
を適当な溶媒に溶解して調製した溶液を蛍光体層の上に塗布することで形成されたもの、
あるいはポリエチレンテレフタレートなどの有機高分子フィルムや透明なガラス板などの
保護膜形成用シートを別に形成して、これを蛍光体層の表面に適当な接着剤を用いて設け
たもの、あるいは無機化合物を蒸着などによって蛍光体層上に成膜したものなどが知られ
ている。これらのうち、塗布によって形成した保護膜は、一般に蛍光体層との接着強度が
強く、また比較的簡単な工程で製造できるという利点を持っている。
【０００６】
放射線像変換方法の実施において、放射線像変換パネルは、放射線の照射（放射線像の記
録）・励起光の照射（記録された放射線像の読出し）・消去光の照射（残存する放射線像
の消去）というサイクルで繰り返し使用される。そして放射線像変換パネルの各ステップ
への移行はベルト、ローラなどの搬送手段により行なわれ、一サイクル終了後パネルは通
常積層して保存される。ところが、上記のような、塗布によって形成された保護膜を有す
る放射線像変換パネルを、このように繰返し使用していると、たとえば保護膜表面に汚れ
や擦り傷が発生するなどの理由により、当該放射線像変換パネルが形成する放射線画像の
画質が徐々に低下する傾向がある。
放射線像変換パネルも従来の放射線写真法と同様に、高感度であってかつ画質（鮮鋭度、
粒状性など）の良好な画像を与えるものであることが望まれるから、上記のような汚れや
擦り傷の発生を防止することは重要な課題である。
【０００７】
上記の繰返し使用による放射線像変換パネルの感度低下を防ぐことのできる塗布膜として
は、既に本出願人により出願された「輝尽性蛍光体からなる蛍光体層と保護膜とを有し、
該保護膜が有機溶媒可溶性のフッ素系樹脂を含む塗布膜により形成された膜である放射線
像変換パネル」（特開平２－１９３１００号公報）が知られている。
【０００８】
また、上記と同様に放射線像変換パネルの感度低下を防ぐことのできる塗布膜の他の例と
しては、既に本出願人により出願された「輝尽性蛍光体からなる蛍光体層と保護膜とを有
し、該保護膜が、膜形成性樹脂と、ポリシロキサン骨格含有オリゴマーもしくはパーフル
オロアルキル基含有オリゴマーのいずれか一方、あるいは両方を含む塗布膜から形成され
たものである放射線像変換パネル」（特開平４－３１０９００号公報）が知られている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
前記のように、放射線像変換パネルの保護膜は、当該パネルの繰り返し使用により、その
保護膜表面が繰り返し他の物体表面と接触し、その結果、保護膜表面に擦り傷や汚れが発
生しがちであり、この擦り傷や汚れは、最終的に得られる放射線像の劣化あるいは、放射
線像に関する画像情報の質の低下をもたらすため、保護膜の防汚性や防傷性の向上が望ま
れる。この点において、前記の各公開公報に記載のフッ素系樹脂を含む塗布膜やポリシロ
キサン骨格含有オリゴマーもしくはパーフルオロアルキル基含有オリゴマーのいずれか一
方、あるいは両方を含む塗布膜は、防汚性や防傷性の向上には極めて有効であるが、その
後の研究によると、放射線像変換パネルを繰り返し使用した場合に塗布膜に亀裂が入る場
合があり、従って耐久性においては必ずしも充分とはいえないことが判明した。
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【００１０】
上記の防汚性と防傷性、そして高い耐久性を示す保護層の実現のための改良として、保護
層を、プラスチックフィルムと、その上に塗布形成されたフッ素系樹脂を含む樹脂組成物
層との複合構成とする発明は完成されており、既に本願出願人により特許出願されている
（特願平７－１５５０６号出願）。この先行出願に記載の発明は、輝尽性蛍光体からなる
蛍光体層と、その上に設けられた保護膜とを有する放射線像変換パネルにおいて、該保護
膜が、プラスチックフィルムと、その上に塗布形成されたフッ素系樹脂を含む樹脂組成物
層とからなることを特徴とする放射線像変換パネルにある。
【００１１】
上記の特願平７－１５５０６号出願明細書に記載の放射線像変換パネルに設けられるプラ
スチックフィルムとフッ素系樹脂を含む樹脂組成物塗布層とからなる保護膜は、その目的
である防汚性と防傷性、そして耐久性の向上については、優れた効果を示す。しかしなが
ら、本発明者がその保護膜を設けた放射線像変換パネルの特性を更に詳しく検討したとこ
ろ、その放射線像変換パネルを用いて得られる放射線画像中に部分的に不鮮明な箇所が発
生する（すなわち、画像の濃淡ムラの発生）場合があることが判明した。そのような画像
の濃淡ムラは、放射線画像を医療診断に用いる場合において特に問題となる。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
従って、本発明者は、上記の放射線画像の画質ムラの抑制あるいは低減を目的として更に
研究を進めた。その結果、上記のフッ素系樹脂を含む樹脂組成物塗布層に光散乱性の微粒
子を均一に分散させることによって、感度や他の放射線像変換パネルの諸特性を殆ど低下
させることなく、その画質ムラの発生が有効に抑制できることを見出して、本発明に到達
した。
【００１３】
　従って、本発明は、 と、その上に設けられた保護膜とを有する放射線像
変換パネルにおいて、該保護膜が、プラスチックフィルムと、その上に塗布形成された粒
径が０．１～１．０μｍの範囲にある光散乱性微粒子を１０～３０重量％含むフッ素系樹
脂含有樹脂組成物層とからなることを特徴とする放射線像変換パネルにある。
【００１４】
　上記の光散乱性微粒子は、フッ素系樹脂含有樹脂組成物塗布層 ０～２０重量％含ま
れていることが好ましい。
【００１５】
本発明において、フッ素系樹脂とは、フッ素を含むオレフィン（フルオロオレフィン）の
重合体またはフッ素を含むオレフィンを共重合体成分として含む共重合体をいう。フッ素
系樹脂を含む樹脂組成物層は架橋されていてもよい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の放射線像変換パネルについて、以下に詳細に述べる。
【００１７】
まず、本発明の放射線像変換パネルの蛍光体層を構成する輝尽性蛍光体について述べる。
輝尽性蛍光体は、先に述べたように放射線を照射した後、励起光を照射すると輝尽発光を
示す蛍光体であるが、実用的な面からは波長が４００～９００ｎｍの範囲にある励起光に
よって３００～５００ｎｍの波長範囲の輝尽発光を示す蛍光体であることが望ましい。本
発明の放射線像変換パネルに用いられる輝尽性蛍光体の例としては、前記した特開平２－
１９３１００号公報および特開平４－３１０９００号公報に詳しく記載されているものが
ある。
【００１８】
公知の輝尽性蛍光体のうちでは、ユーロピウムあるいはセリウム付活アルカリ土類金属ハ
ロゲン化物系蛍光体、およびセリウム賦活希土類オキシハロゲン化物蛍光体は高輝度の輝
尽発光を示すので特に好ましい。ただし、本発明に用いられる輝尽性蛍光体は、上述の蛍
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光体に限られるものではなく、照射された放射線を蓄積することができ、その後の任意な
時期に励起光を照射した場合に、輝尽発光を示す蛍光体であればいかなるものであっても
よい。
【００１９】
本発明の放射線像変換パネルの輝尽性蛍光体層は、輝尽性蛍光体とこれを分散状態で含有
支持する結合剤とからなるのものばかりでなく、結合剤を含まないで輝尽性蛍光体の凝集
体のみから構成されるもの、あるいは輝尽性蛍光体の凝集体の間隙に高分子物質が含浸さ
れている蛍光体層などでもよい。
【００２０】
次に、蛍光体層が輝尽性蛍光体とこれを分散状態で含有支持する結合剤とからなる場合を
例にとり、本発明の放射線像変換パネルを製造する方法を説明する。
【００２１】
蛍光体層は、例えば、次のような公知の方法によって支持体上に形成することができる。
まず、輝尽性蛍光体と結合剤とを溶剤に加え、これを充分に混合して、結合剤溶液中に輝
尽性蛍光体が均一に分散した塗布液を調製する。塗布液における結合剤と輝尽性蛍光体と
の混合比は、目的とする放射線像変換パネルの特性、蛍光体の種類などによって異なるが
、一般には結合剤と蛍光体との混合比は、１：１乃至１：１００（重量比）の範囲から選
ばれ、そして特に１：８乃至１：４０（重量比）の範囲から選ぶのが好ましい。
上記のようにして調製された蛍光体と結合剤とを含有する塗布液を、次に、支持体の表面
に均一に塗布することにより塗膜を形成する。この塗布操作は、通常の塗布手段、たとえ
ば、ドクターブレード、ロールコータ、ナイフコータなどを用いる方法により行なうこと
ができる。
【００２２】
支持体は、従来の放射線像変換パネルの支持体として公知の材料から任意に選ぶことがで
きる。公知の放射線像変換パネルにおいて、支持体と蛍光体層の結合を強化するため、あ
るいは放射線像変換パネルとしての感度もしくは画質（鮮鋭度、粒状性）を向上させるた
めに、蛍光体層が設けられる側の支持体表面にゼラチンなどの高分子物質を塗布して接着
性付与層としたり、あるいは二酸化チタンなどの光反射性物質からなる光反射層、もしく
はカーボンブラックなどの光吸収性物質からなる光吸収層などを設けることが知られてい
る。本発明で用いられる支持体についても、これらの各種の層を設けることができ、それ
らの構成は所望の放射線像変換パネルの目的、用途などに応じて任意に選択することがで
きる。さらに特開昭５８－２００２００号公報に記載されているように、得られる画像の
鮮鋭度を向上させる目的で、支持体の蛍光体層側の表面（支持体の蛍光体層側の表面に接
着性付与層、光反射層あるいは光吸収層などの補助層が設けられている場合には、それら
の補助層の表面であってもよい）には微小な凹凸が形成されていてもよい。
【００２３】
上記のようにして支持体上に塗膜を形成したのち塗膜を乾燥して、支持体上への輝尽性蛍
光体層の形成を完了する。蛍光体層の層厚は、目的とする放射線像変換パネルの特性、蛍
光体の種類、結合剤と蛍光体との混合比などによって異なるが、通常は２０μｍ乃至１ｍ
ｍとする。但し、この輝尽性蛍光体層の層厚は５０乃至５００μｍとするのが好ましい。
なお、輝尽性蛍光体層は、必ずしも上記のように支持体上に塗布液を直接塗布して形成す
る必要はなく、たとえば、別に、ガラス板、金属板、プラスチックシートなどのシート上
に塗布液を塗布し、乾燥することにより蛍光体層を形成したのち、これを、支持体上に押
圧するか、あるいは接着剤を用いるなどして、支持体上に蛍光体層を接合する方法を利用
してもよい。
【００２４】
次に、本発明の放射線像変換パネルにおける特徴的な要件である、プラスチックフィルム
と、その上に形成される光散乱性微粒子を含むフッ素系樹脂含有樹脂組成物塗布層とから
なる保護膜について説明する。
【００２５】
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本発明の保護膜の構成要素のひとつであるプラスチックフィルムとしては、従来より放射
線像変換パネルの保護膜材料として知られているポリエチレンテレフタレート、ポリエチ
レンナフタレート、アラミド樹脂などから任意に選んで用いることができる。勿論、これ
らの樹脂材料に限定されるものではないが、充分な強度を持ち、かつ透明性の高いプラス
チックフィルムを用いることが望ましい。このプラスチックフィルムの厚さは、通常１～
１０μｍの範囲にあることが望ましい。
【００２６】
本発明の保護膜は、上記のようなプラスチックフィルムの上に光反射性微粒子を含むフッ
素系樹脂含有樹脂組成物溶液を塗布乾燥することにより製造される。このプラスチックフ
ィルムへの光反射性微粒子含有樹脂組成物の塗布は、予めプラスチックフィルムを接着剤
により蛍光体層の上に接着固定して得た積層物の表面に実施してもよく、あるいはガラス
板などの平面基板の上に仮固定させて置いた保護膜用プラスチックフィルムの表面で実施
してもよい。後者の場合には、表面に塗布膜が形成されたプラスチックフィルムは、基板
から引き剥がし、次いでそのプラスチックフィルム表面が蛍光体層と接するように配置し
て、接着剤で接合する。
【００２７】
本発明の放射線像変換パネルのフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層は、フッ素系樹脂単独、
あるいはフッ素系樹脂と他の膜形成性樹脂、もしくはフッ素系樹脂とポリシロキサン骨格
含有オリゴマーもしくはパーフルオロアルキル基含有オリゴマーなどの組成物を、溶媒に
溶解もしくは分散して塗布液を調製し、この樹脂組成物層形成材料塗布液を、ドクターブ
レードなどの塗布手段を用いてプラスチックフィルム表面に均一に塗布し、これを乾燥す
ることにより形成することができる。なお、ポリシロキサン骨格含有オリゴマーとパーフ
ルオロアルキル基含有オリゴマーとは同時にフッ素系樹脂と併用してもよい。
【００２８】
フッ素系樹脂を含む樹脂組成物層の形成に際してフッ素系樹脂と併用してもよい膜形成性
樹脂の例としては、公知の保護膜形成用樹脂である、ポリウレタン樹脂、ポリアクリル樹
脂、セルロース誘導体、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル樹脂、およびエポキシ
樹脂を挙げることができる。
フッ素系樹脂は、フッ素を含むオレフィン（フルオロオレフィン）の重合体もしくはフッ
素を含むオレフィンを共重合体成分として含む共重合体であって、その例としては、ポリ
テトラフルオロエチレン、ポリクロルトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニル、ポリフ
ッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体およびフ
ルオロオレフィン－ビニルエーテル共重合体などを挙げることができる。
【００２９】
フッ素系樹脂は、一般に有機溶媒に不溶であるが、特にフルオロオレフィンを共重合体成
分として含む共重合体は、共重合する他の（即ち、フルオロオレフィン以外の）構成単位
によっては一般的な有機溶媒に可溶性となるため、該樹脂を適当な溶媒に溶解して調製し
た溶液を蛍光体層上に塗布し、乾燥することで、容易にフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層
を成膜することができる。このような共重合体の例としてはフルオロオレフィン－ビニル
エーテル共重合体を挙げることができる。また、ポリテトラフルオロエチレンおよびその
変成体も、パーフルオロ溶媒のような適当なフッ素系有機溶媒に対して可溶性であるので
、上記フルオロオレフィンを共重合体成分として含む共重合体と同様に、塗布によってフ
ッ素系樹脂を含む樹脂組成物層を成膜することができる。
【００３０】
本発明の放射線像変換パネルのフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層の形成に際しては、架橋
剤、硬膜剤、黄変防止剤などを用いてもよい。また、樹脂の強度が増し、フッ素系樹脂を
含む樹脂組成物層としての耐久性が増大するので、本発明にてフッ素系樹脂を用いる場合
は架橋されていることが好ましい。
【００３１】
本発明においてフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層に含有させてもよいポリシロキサン骨格
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含有オリゴマーは、たとえばジメチルポリシロキサン骨格を有するものであり、少なくと
も一つの官能基（例、水酸基）を有するものであることが望ましく、また分子量（重量平
均）５００～１０００００の範囲にあることが好ましい。特に、分子量は１０００～１０
００００の範囲にあることが好ましく、さらに３０００～１００００の範囲にあることが
好ましい。また、パーフロロアルキル基（例、テトラフロオロエチレン基）含有オリゴマ
ーは、分子中に少なくとも一つの官能基（例えば、水酸基：－ＯＨ）を含むものであるこ
とが望ましく、分子量（重量平均）５００～１０００００の範囲にあることが好ましい。
特に、分子量は１０００～１０００００の範囲にあることが好ましく、さらに１００００
～１０００００の範囲にあることが好ましい。
【００３２】
オリゴマーに官能基が含まれているものを用いれば、フッ素系樹脂を含む樹脂組成物層形
成時にオリゴマーとフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層形成樹脂との間で架橋反応が発生し
、オリゴマーが膜形成性樹脂の分子構造に取り入れられるため、放射線像変換パネルの長
期の繰り返し使用、あるいはフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層表面のクリーニングなどの
操作によっても、オリゴマーがフッ素系樹脂を含む樹脂組成物層から取り去られることが
なく、オリゴマーの添加効果が長期間にわたり有効となるため、官能基を有するオリゴマ
ーの使用が好ましい。
なお、上記のオリゴマーは、フッ素系樹脂を含む樹脂組成物層中に０．０１～１０重量％
の範囲内の量で含まれていることが好ましく、特に０．１～２重量％の範囲内の量で含ま
れていることが好ましい。
【００３３】
また、フッ素系樹脂を含む樹脂組成物層中には、パーフルオロオレフィン樹脂粉末もしく
はシリコーン樹脂粉末が含まれていてもよい。パーフルオロオレフィン樹脂粉末もしくは
シリコーン樹脂粉末としては、平均粒径が０．１～１０μｍの範囲にあるものが好ましく
、特に、平均粒径が０．３～５μｍの範囲にあるものが好ましい。そして、これらのパー
フルオロオレフィン樹脂粉末もしくはシリコーン樹脂粉末は、フッ素系樹脂を含む樹脂組
成物層中にその樹脂組成物層重量当り０．５～３０重量％の量で含まれていることが好ま
しく、特に２～２０重量％の量で、さらに５～１５重量％の量で含まれているのが好まし
い。
フッ素系樹脂含有樹脂組成物層の厚みは通常、０．５～１０μｍの範囲にあって、その層
が塗布形成されるプラスチックフィルムの厚みよりも薄いことが望ましい。
【００３４】
　次に、上記のフッ素系樹脂含有樹脂組成物層に導入する光散乱性微粒子について説明す
る。
　この光散乱性微粒子は、フッ素系樹脂含有樹脂組成物層の厚さよりも小さい粒径を持つ
べきであ 径が０．１～１．０μｍの範囲にあるものが好ましい。そして、フッ素系
樹脂含有樹脂組成物層に有効な光散乱作用をもたらすためには、光散乱性微粒子は、その
フッ素系樹脂含有樹脂組成物よりも高い屈折率を持つことが好ましい。また、光散乱性微
粒子の導入によって達成される光散乱作用と、その光散乱性微粒子の導入によって発生し
やすい、塗布膜の強度の低下、塗布膜の均質性の低下などの好ましくない塗布層特性の低
下とのバランスを考慮すると、フッ素系樹脂含有樹脂組成物層における光散乱性微粒子の
含有量 ０～２０重量％含まれていることが特に好ましい。
【００３５】
本発明でフッ素系樹脂含有樹脂組成物層に導入して用いる光散乱性微粒子は、その屈折率
がフッ素系樹脂含有樹脂組成物層の該樹脂組成物の屈折率よりも高いものである限り、有
機物微粒子であっても、無機物微粒子であってもよい。そのような光散乱性微粒子の好ま
しい例としては、粒径が０．１～０．５μｍ程度のベンゾグアナミン樹脂粒子、粒径が０
．１～０．５μｍ程度のメラミン・ホルムアルデヒド縮合樹脂粒子、そして粒径が０．１
～０．５μｍ程度の二酸化チタン粒子を挙げることができる。
なお、前述のように、この光散乱性微粒子は、フッ素系樹脂含有樹脂組成物層に均一に分

10

20

30

40

50

(7) JP 3974971 B2 2007.9.12

り、粒

は、１



散されていることが好ましいため、必要に応じて、光散乱性微粒子に分散性を高めるため
の表面処理を施したり、あるいは光散乱性微粒子を含むフッ素系樹脂含有樹脂組成物溶液
に分散剤を共存させてもよい。用いられる分散剤の例としては、カチオン系分散剤、アニ
オン系分散剤、ノニオン系分散剤、及びベタイン系分散剤のような界面活性剤系分散剤、
そしてシラン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤、及びアルミニウム系カッ
プリング剤のようなカップリング剤系分散剤を挙げることができる。これらの分散剤のな
かでも、チタネート系カップリング剤及びアルミニウム系カップリング剤のようなカップ
リング剤が好ましい。カップリング剤の添加量は、光散乱性微粒子の０．２～１０重量％
の範囲にあることが好ましく、また０．５～５．０重量％の範囲にあることが特に好まし
い。
【００３６】
保護膜中のフッ素系樹脂含有樹脂組成物層の光散乱性を高めるための手段としては、その
層の表面を粗面化処理する方法も考えられるが、そのフッ素系樹脂含有樹脂組成物層に粗
面化処理を施すと、フッ素系樹脂含有樹脂組成物層の表面が持つ優れた防汚性（汚れの付
きにくさと、一旦付着した汚れの拭き取り易さ）が低下するため、そのような粗面化処理
による光散乱性の向上処理は好ましくないか、あるいは少なくとも、その粗面化処理のみ
による光散乱性の向上は有効な方法ではない。
【００３７】
上記のようにして、本発明の放射線像変換パネルが得られるが、その本発明の放射線像変
換パネルの構成は、公知の各種のバリエーションを含むものであってもよい。たとえば、
放射線像変換パネルに、得られる画像の鮮鋭度を向上させることを目的として、そのパネ
ルの少なくとも一つの層を、励起光を吸収し、輝尽発光光は吸収しないような着色剤によ
って着色することが知られている（特公昭５４－２３４００号公報参照）が、本発明の放
射線像変換パネルについても、そのような構成をとることができることは勿論である。
【００３８】
【実施例】
【００３９】
［実施例１～３］
下記のようにして、本発明の放射線像変換パネルを製造した。
蛍光体層形成材料として、蛍光体： BaFBr0 . 9 I0 . 1 :0.001Eu

2 +２００ｇ、ポリウレタン樹脂
（大日本インキ化学工業（株）製、パンデックスＴ－５２６５Ｈ）８ｇ、そしてエポキシ
樹脂（油化シェルエポキシ（株）製、エピコート１００１）２ｇをメチルエチルケトンに
添加し、プロペラミキサによって分散し、粘度２５～３０ＰＳ（２５℃）の塗布液を調製
した。この塗布液をシリコーン系離型剤が塗布されているポリエチレンテレフタレート製
仮支持体の上に塗布し、１００℃で１５分間乾燥した。次いで、この乾燥塗布液を仮支持
体からはがし取り、厚みが３００μｍの蛍光体シートを得た。次にこの蛍光体シートを下
塗り付ポリエチレンテレフタレートフィルム（厚み：３００μｍ）上に重ね合せ、６０～
７０℃の加熱ロールを用いて加熱圧縮（荷重４５ｋｇｆ／サンプル幅２０ｃｍ）させ、支
持体上に圧縮蛍光体層（厚み：２００μｍ）を得た。
【００４０】
上記の蛍光体層の上に、透明なポリエチレンテレフタレートフィルム（厚み：９μｍ、ポ
リエステル系接着剤層が片面に備えられているもの）を接着剤層を下側にして重ね合わせ
、９０～１００℃の加熱ロールを用いて加熱圧着した。
別に、フッ素系樹脂を含む樹脂組成物層形成材料として、フッ素系樹脂：フルオロオレフ
ィン－ビニルエーテル共重合体（旭硝子（株）製ルミフロン  LF100、５０重量％キシレン
溶液）５０ｇ、架橋剤：イソシアネート（日本ポリウレタン（株）製コロネートＨＸ、固
形分：１００重量％ ) ５ｇ、及びアルコール変性シリコーンオリゴマー（ジメチルポリシ
ロキサン骨格を有し、両末端に水酸基（カルビノール基）を有するもの、信越化学工業（
株）製、Ｘ－２２－２８０９、固形分：６６重量％）０．５ｇをメチルエチルケトン溶媒
に添加し、粘度０．１～０．３ｐｓの塗布液を作った。次いで、この塗布液に、ベンゾグ
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アナミン樹脂微粒子（エポスターＳ、日本触媒株式会社製、平均粒径０．３μｍ）を所定
量（下記の表１に、上記のフッ素樹脂に対する添加量で表示）添加して、光散乱性微粒子
含有フッ素樹脂塗布液を得た。なお、このフッ素樹脂を主成分とする樹脂組成物の屈折率
は１．４５であり、ベンゾグアナミン樹脂微粒子の屈折率は１．５７であった。
【００４１】
　上記の光散乱性微粒子含有フッ素樹脂塗布液を、前記の蛍光体層上のポリエチレンテレ
フタレートフィルムの表面にドクターブレードを用いて塗布し、次いで１２０℃で２０分
間熱処理して熱硬化させるとともに乾燥し、厚さ１．５μｍの光散乱性微粒子を含むフッ
素系樹脂含有樹脂組成物保護層を設けて、本発明に従う放射線像変換パネル

を得た。
【００４２】
［実施例４～６］
　光散乱性微粒子として、二酸化チタン微粒子（平均粒径０．１５μｍ、石原産業株式会
社製Ａ－２２０、屈折率２．５）を、所定量（下記の表１に、上記のフッ素樹脂に対する
添加量で表示）用いた以外は、実施例１と同じ操作を行なうことによって、本発明に従う
放射線像変換パネル を
得た。なお、二酸化チタン微粒子のフッ素系樹脂含有樹脂組成物溶液中での分散性を高め
るために、塗布液の製造に際しては、チタネート系カップリング剤（味の素株式会社製、
プレンアクトＫＲ－１３８Ｓ）を併用した。
【００４３】
［実施例７～９］
　架橋剤のイソシアネートとして住友バイエルウレタン株式会社製のスミジュールＮ３５
００を４．６ｇ用い、また光散乱性微粒子として、メラミン・ホルムアルデヒド縮合樹脂
微粒子（平均粒径０．６μｍ、日本触媒株式会社製エポスターＳ６、屈折率１．５７）を
、所定量（下記の表１に、上記のフッ素樹脂に対する添加量で表示）用いた以外は、実施
例１と同じ操作を行なうことによって、本発明に従う放射線像変換パネル

を得た。なお、メラミン・ホルムアル
デヒド縮合樹脂微粒子のフッ素系樹脂含有樹脂組成物溶液中での分散性を高めるために、
塗布液の製造に際しては、チタネート系カップリング剤（味の素株式会社製、プレンアク
トＡＬ－Ｍ）を併用した。
【００４４】
［比較例１］
保護層形成用のフッ素系樹脂含有樹脂組成物塗布液の調製に際して光散乱性微粒子を用い
なかった以外は、実施例１と同じ操作を行なうことによって、比較のための放射線像変換
パネルを得た。
【００４５】
［放射線像変換パネルの性能評価］
１）感度試験
試料の放射線像変換パネルに管電圧８０ｋＶｐのＸ線を照射したのち、Ｈｅ－Ｎｅレーザ
光（波長：６３２．８ｎｍ）で励起して、放射線像変換パネルよりの輝尽発光量を測定し
、この発光量の相対値で感度を表示した。
【００４６】
２）画像鮮鋭度
試料の放射線像変換パネルにＭＴＦチャートを介して管電圧８０ｋＶｐのＸ線を照射した
のち、Ｈｅ－Ｎｅレーザ光（波長：６３２．８ｎｍ）で励起して、放射線像変換パネルよ
りの輝尽発光を受光器（分光感度Ｓ－５の光電子増倍管）で受光した。この受光した光を
電気信号に変換し、これを画像再生装置によって画像を再生して表示装置上に画像を得た
。得られた画像の変調伝達関数（ＭＴＦ）を測定し、これを空間周波数２サイクル／ｍｍ
の値で表示した。
【００４７】
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（実施例２と
３）そして比較用の放射線像変換パネル（実施例１）

（実施例５と６）そして比較用の放射線像変換パネル（実施例４）

（実施例８と９
）そして比較用の放射線像変換パネル（実施例７）



３）干渉ムラ
試料の放射線像変換パネルを目視により、下記の基準で判定した。
ＡＡ：干渉ムラの存在が確認できない。
ＢＢ：僅かな干渉ムラが観察される。
ＣＣ：顕著な干渉ムラが観察される。
【００４８】
４）再生画像品質
試料の放射線像変換パネルを用いて医療診断用放射線再生画像を得て、その画像の品質に
ついて目視により、下記の基準で判定した。
ＡＡ：画像上に濃淡ムラは観察されない。
ＢＢ：画像上に僅かな濃淡ムラが観察されるが、診断上においては特に問題とはならない
。
ＣＣ：画像上に濃淡ムラが発生し、精密な診断の障害となる。
【００４９】
　上記の各試験によって得られた結果を、光散乱性微粒子の添加量とともに、表１に示す
。

【００５０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５１】
上記の結果から明らかなように、本発明の光散乱性微粒子を導入したフッ素樹脂含有塗布
保護層は、放射線像変換パネルの感度や鮮鋭度をほとんど変化させることなく、画像ムラ
の発生を効果的に抑制することができる。
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なお、表１において、実施例２、３、５、６、８、９が本発明の放射線像変換パネルの
実施例であり、実施例１、４、７は比較用の放射線像変換パネルを示す例である。



【００５２】
【発明の効果】
本発明の放射線像変換パネルは一般的な放射線像変換装置における繰返し搬送操作後にお
いても亀裂が入りにくく、また保護膜の表面層としたフッソ系樹脂含有皮膜が高い防傷性
と防汚性とを有しているため、繰返し搬送操作後においても感度の低下が少ないという利
点を持っており、さらに、保護膜の表面層のフッソ系樹脂含有皮膜に導入した光散乱性微
粒子の存在により、本発明の放射線像変換パネルを放射線像記録再生方法に用いた場合に
画像ムラのない高い画像品質の放射線画像の再生が可能となる。
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